
平 成 29 年
12月26日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
会
計
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
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項
の
規
定
に
基
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可
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概
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指
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融
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収
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融
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会
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規

則

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
三
条
第
一
項
中
「
領
収
済
通
知
書
」
の
下
に
「
又
は
返
納
金
領
収
済
通
知
書
（
第
百
七
十
条

の
二
に
お
い
て
「
領
収
済
通
知
書
等
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
と
き
」
の
下
に
「
、
又
は
指
定
金
融
機

関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
若
し
く
は
収
納
代
理
金
融
機
関
か
ら
領
収
済
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
同
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
送
信
を
受
け
た
と
き
」
を
、
「
調
定
収
納
状
況
一
覧

表
」
の
下
に
「
又
は
戻
入
状
況
一
覧
表
」
を
加
え
る
。

第
百
七
十
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
領
収
済
通
知
書
等
の
送
付
等
）

第
百
七
十
条
の
二

指
定
金
融
機
関
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
県
の
公
金
を
収
納
し
た
と
き
、
又
は
次

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
総
括
店
に
お
い
て
そ
の
収
納
又
は
送
付
に

係
る
領
収
済
通
知
書
等
を
各
日
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
会
計
管
理
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す

る
。

⚒

指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
（
収
納
代
理
金
融
機
関
た
る
信
用
事
業
を
行
う
農

業
協
同
組
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
県
の
公
金
を
収
納
し
た
と
き
は
、
そ
の
収
納
に

係
る
領
収
済
通
知
書
等
を
各
日
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
当
該
領
収
済
通
知
書
等
に
収
納
金
日
報
を
添

付
し
て
こ
れ
を
指
定
金
融
機
関
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

⚓

収
納
代
理
金
融
機
関
た
る
信
用
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
県
の
公
金

を
収
納
し
た
と
き
は
、
そ
の
収
納
に
係
る
領
収
済
通
知
書
等
を
各
日
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
当
該
領

収
済
通
知
書
等
に
収
納
金
日
報
を
添
付
し
て
こ
れ
を
指
定
代
理
金
融
機
関
（
指
定
代
理
金
融
機
関
た

る
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
に
限
る
。
）
を
経
由
し
て
指
定
金
融
機
関
に
送
付
す
る
も
の
と
す

る
。

⚔

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機

関
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条

例
第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
行
わ
れ
る
申
請
等
に
係
る
県
の
公
金
を
収
納
し
た
と
き
は
、
そ
の
収
納
に
係
る
領
収
済
通
知
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
会
計
管
理
者
に
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
小
切
手
振
出
済
通
知
書
等
に
よ
る
報
告
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
の
表
中
歳
計
現
金
の
収
納
の
項
か
ら
基
金
に
属
す
る
現
金
の
受
入
れ
の
項
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告

示

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
一
月

十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
宇
部
市
市
民
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

チ
タ
ン
工
業
株
式
会
社

住

所

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
二
五

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

チ
タ
ン
工
業
株
式
会
社
宇
部
開
発
セ
ン
タ
ー

所
在
地

宇
部
市
大
字
妻
崎
開
作
字
作
一
八
〇
四
番
地
の
一

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

二
六－

ロ

（
二
基
)

七
六

（
㎥
／
日
)
平
成
三
〇
、

三
、
一
平
成
三
〇
、

九
、
三
〇
平
成
三
〇
、

一
〇
、
一
五
連

続
二
四
時
間
変
動
な
し

二
六－

ロ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
六－

ホ

七
一
三

（
ｇ
／
時
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

備
考

「
二
六－

ロ
」
及
び
「
二
六－

ホ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八

十
八
号
）
別
表
第
一
第
二
十
六
号
の
無
機
顔
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
及
び
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

を
い
う
。

二
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㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

二
六－

ロ

（
二
基
)

七

五

～

九

六

二
〇

二
〇
〇

三
〇
〇

一
〇

四
〇

〇
・
五

一

八
〇

一
〇
〇

二
六－

ロ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
〇

五
二

二
六－

ホ

三

三

～

六

二

三

一

二

〇
・
三

一

〇
・
〇
三

〇
・
一

一

一

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

能

力

(㎥
／
日
)

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動
の

概

要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完
成
予
定

年

月

日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

中
和
処
理
施
設

ス
テ
ン
レ
ス
製

四
〇
〇

中

和

連

続

二

四

時

間

変

動

な

し

平
成
三
〇
、
三
、

一

平
成
三
〇
、
九
、
三
〇

平
成
三
〇
、

一
〇
、
一
五

排
水
ろ
過
施
設

〃

〃

ろ

過

〃

〃

〃

〃

〃

〃

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

中
和
処
理
施
設

処
理
前

七

五

～

九

六

二
〇

二
〇
〇

三
〇
〇

二

一
〇

四
〇

〇
・
五

一

一
二
五

一
五
八

処
理
後

〃

六

～

八

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

排
水
ろ
過
施
設

処
理
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

処
理
後

〃

〃

〃

〃

二
〇

三
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
二
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五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

七

六

～

八

六

二
〇

二
〇

三
〇

二

一
〇

六
五

〇
・
五

一
・
八

六
〇
五

七
八
三

No．2

排

水

口

〃

〃

〇
・
二
五

一

〇
・
一

一

一

〇
・
〇
一

〇
・
一
〇
・
〇
〇
二

〇
・
〇
一

一
六

一
六

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島
字
東
猿
ケ
岳
一
〇
四
七
八
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
菊
川
町
大
字
下
保
木
字
河
内
館
ケ
原
一
四
九
、
字
白
木
中
尾
谷
一
五
〇
、
字
白
木
一
五

三
、
一
五
五
か
ら
一
五
八
ま
で
、
一
六
三
、
一
六
七
、
一
六
八
、
一
七
〇
か
ら
一
七
二
ま
で
、
一
七

六
、
一
七
八
、
一
八
一
、
一
八
三
、
一
八
四
、
一
八
六
、
一
八
七
、
一
九
一
、
一
九
一
の
一
、
一
九

七
、
一
九
九
か
ら
二
〇
一
、
二
〇
三
か
ら
二
〇
八
ま
で
、
二
一
〇
の
一
、
二
一
〇
の
二
、
二
一
一
、

二
一
三
か
ら
二
二
一
ま
で
、
字
白
木
壁
岩
二
二
二
、
二
二
四
、
字
河
内
四
郎
ケ
谷
二
二
七
か
ら
二
三

〇
ま
で
、
字
河
内
砂
利
二
三
二
の
一
、
二
三
三
の
一
、
字
松
尾
二
三
二
の
四
、
三
四
九
か
ら
三
五
八

ま
で
、
三
六
〇
、
三
六
一
の
一
、
三
六
八
、
三
六
九
、
五
八
〇
、
五
八
一
、
字
河
内
祐
ケ
諏
訪
二
三

四
、
二
三
六
、
二
三
六
の
一
、
二
三
七
、
二
四
一
、
二
四
二
、
字
河
内
八
文
需
二
四
四
の
一
、
字
河

内
市
ケ
迫
二
四
五
、
二
四
九
、
二
五
〇
、
二
五
二
、
二
五
三
、
二
五
九
、
二
六
一
、
二
六
三
、
二
六

六
、
二
六
八
、
二
七
〇
の
一
、
字
河
内
中
ノ
浴
二
七
三
の
一
、
二
七
五
、
字
河
内
茶
ノ
木
ケ
浴
二
七

六
、
二
七
九
、
字
市
ケ
迫
三
二
三
、
三
二
四
、
三
二
五
の
一
、
五
八
三
、
五
八
四
、
字
柳
谷
悪
水
ケ

浴
三
二
九
、
三
四
五
、
三
四
六
、
字
柳
谷
北
山
三
三
四
、
字
柳
谷
三
三
七
、
三
四
〇
、
三
四
七
、
五

六
〇
、
五
八
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

下
関
市
菊
川
町
大
字
下
保
木
字
河
内
館
ケ
原
一
四
九
・
字
白
木
中
尾
谷
一
五
〇
・
字
白
木
二

〇
八
・
字
河
内
四
郎
ケ
谷
二
三
〇
・
字
松
尾
三
五
四
か
ら
三
五
七
ま
で
・
字
河
内
祐
ケ
諏
訪
二

三
六
・
字
柳
谷
三
四
〇
・
三
四
七
・
五
八
六
（
以
上
一
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
下
関
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四
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（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関
市
農
林
水
産
振
興
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

保
安
林
の
所
在
場
所

山
口
市
阿
東
嘉
年
上
字
大
田
五
四
七
の
二
、
字
大
坪
六
九
三
、
字
御
竹
八
八
四
、
八
八
五
、
八
九

一
、
字
出
戸
上
一
三
二
六
、
字
大
平
一
三
三
九
、
一
三
四
八
、
一
三
四
九
、
字
御
竹
免
一
六
三
五
の

一
、
一
六
四
二
の
一
、
一
七
九
七
、
字
新
宅
一
七
九
八
、
字
中
一
八
七
六
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
山
口
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口

市
経
済
産
業
部
農
林
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
岩
国
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

岩
国
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
都
市
計
画
下
水
道
事
業
岩
国
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

岩
国
市
元
町
一
丁
目
、
元
町
二
丁
目
、
元
町
三
丁
目
、
元
町
四
丁
目
、
昭
和
町
一
丁
目
、
昭
和
町

二
丁
目
、
昭
和
町
三
丁
目
、
立
石
町
一
丁
目
、
立
石
町
二
丁
目
、
立
石
町
三
丁
目
、
立
石
町
四
丁

目
、
新
港
町
一
丁
目
、
新
港
町
二
丁
目
、
新
港
町
三
丁
目
、
新
港
町
四
丁
目
、
新
港
町
五
丁
目
、
錦

見
一
丁
目
、
錦
見
二
丁
目
、
錦
見
三
丁
目
、
錦
見
四
丁
目
、
錦
見
五
丁
目
、
錦
見
六
丁
目
、
錦
見
七

丁
目
、
錦
見
八
丁
目
、
麻
里
布
町
一
丁
目
、
麻
里
布
町
二
丁
目
、
麻
里
布
町
三
丁
目
、
麻
里
布
町
四

丁
目
、
麻
里
布
町
五
丁
目
、
麻
里
布
町
六
丁
目
、
麻
里
布
町
七
丁
目
、
今
津
町
一
丁
目
、
今
津
町
二

丁
目
、
今
津
町
三
丁
目
、
今
津
町
四
丁
目
、
今
津
町
五
丁
目
、
今
津
町
六
丁
目
、
室
の
木
町
一
丁

目
、
室
の
木
町
二
丁
目
、
室
の
木
町
三
丁
目
、
室
の
木
町
四
丁
目
、
室
の
木
町
五
丁
目
、
山
手
町
一

丁
目
、
山
手
町
二
丁
目
、
山
手
町
三
丁
目
、
山
手
町
四
丁
目
、
装
束
町
一
丁
目
、
装
束
町
二
丁
目
、

装
束
町
三
丁
目
、
装
束
町
四
丁
目
、
装
束
町
五
丁
目
、
装
束
町
六
丁
目
、
砂
山
町
一
丁
目
、
砂
山
町

二
丁
目
、
飯
田
町
二
丁
目
、
飯
田
町
三
丁
目
、
桂
町
一
丁
目
、
桂
町
二
丁
目
、
岩
国
一
丁
目
、
岩
国

二
丁
目
、
岩
国
三
丁
目
、
岩
国
四
丁
目
、
日
の
出
町
、
三
笠
町
一
丁
目
、
三
笠
町
二
丁
目
、
三
笠
町

三
丁
目
、
川
口
町
一
丁
目
、
川
口
町
二
丁
目
、
牛
野
谷
町
一
丁
目
、
牛
野
谷
町
二
丁
目
、
牛
野
谷
町

三
丁
目
、
門
前
町
一
丁
目
、
門
前
町
二
丁
目
、
門
前
町
三
丁
目
、
門
前
町
四
丁
目
、
門
前
町
五
丁

目
、
尾
津
町
一
丁
目
、
尾
津
町
二
丁
目
、
尾
津
町
三
丁
目
、
尾
津
町
四
丁
目
、
尾
津
町
五
丁
目
、
平

田
四
丁
目
、
平
田
五
丁
目
、
平
田
六
丁
目
、
南
岩
国
町
一
丁
目
、
南
岩
国
町
二
丁
目
、
南
岩
国
町
三

丁
目
、
南
岩
国
町
四
丁
目
、
灘
町
、
旭
町
一
丁
目
、
旭
町
二
丁
目
、
旭
町
三
丁
目
、
川
下
町
一
丁

目
、
川
下
町
二
丁
目
、
川
下
町
三
丁
目
、
車
町
一
丁
目
、
車
町
二
丁
目
、
車
町
三
丁
目
、
中
津
町
一

丁
目
、
中
津
町
二
丁
目
、
中
津
町
三
丁
目
、
楠
町
一
丁
目
、
楠
町
二
丁
目
及
び
楠
町
三
丁
目

山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
六
年
山
口
県
告
示
第
六
百
六
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

内
谷
地
区
に
関
す
る
部
分
二

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

大

字

名

字

名

地

番

標

柱

番

号

五
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周

南

市

下

上

内

谷

五
八
三
の
一

一
号

〃

〃

〃

五
六
の
一

二
号

〃

〃

〃

五
七

三
号

〃

〃

〃

五
七

四
号

〃

〃

〃

五
七

五
号

〃

〃

〃

五
七
四

六
号

〃

〃

〃

五
八
九
の
四

七
号

〃

〃

〃

五
八
八
の
六

八
号

〃

〃

〃

五
八
四
の
三

九
号

山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
年
山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り

解
除
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

彦
島
江
の
浦
町
㈠
⑹
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⑺
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⒀
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⒁
、
彦

島
江
の
浦
町
㈠
⒂
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⒃
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⒄

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
下
関
市
市
民
部
防
災

安
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

彦
島
江
の
浦
町
㈡
⑴
、
彦
島
江
の
浦
町
㈡
⑵

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
下
関
市
市
民
部
防
災

安
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す

る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

彦
島
江
の
浦
町
㈠
⑹
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⑺
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⒀
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⒁
、
彦

島
江
の
浦
町
㈠
⒂
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⒃
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⒄

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
下
関
市
市
民
部
防
災

安
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

彦
島
江
の
浦
町
㈡
⑴
、
彦
島
江
の
浦
町
㈡
⑵

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
下
関
市
市
民
部
防
災

安
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定

す
る
。平

成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

彦
島
江
の
浦
町
㈠
⑹
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⑺
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⒀
、
彦
島
江
の
浦
町
㈠
⒂
、
彦

島
江
の
浦
町
㈠
⒃

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
下
関
市
市
民
部
防
災

安
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

彦
島
江
の
浦
町
㈡
⑴

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
下
関
市
市
民
部
防
災

安
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成

三
年
山
口
県
告
示
第
九
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
一
月
四
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
の
表
株
式
会
社
西
京
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

株
式
会
社
西
京
銀

行

周
南
市
平
和
通
一

丁
目
一
〇
の
二

国
内
に
所
在
す
る
店
舗

一

公
金
（
地
方
譲
与
税
、
地
方

交
付
税
、
交
通
安
全
対
策
特

別
交
付
金
、
国
庫
支
出
金
及

び
県
債
を
除
く
。
三
の
表
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
収
納
事

務
（
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る

方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

公
金
の
支
払
事
務
の
一
部

三
の
表
株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行
の
項
中
「
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号
」
を
「
東
京

都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号
」
に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
の
項
取
扱

事
務
の
範
囲
の
欄
中
「
〃
」
を
「
公
金
の
収
納
事
務
（
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す

る
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

株
式
会
社
三
井
住

友
銀
行

〃

〃

丸
の
内
一
丁
目
一

番
二
号

国
内
に
所
在
す
る
店
舗

公
金
の
収
納
事
務
（
県
外
に
所
在

す
る
店
舗
に
あ
っ
て
は
、
マ
ル
チ

ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限

る
。
）

三
の
表
株
式
会
社
福
岡
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

株
式
会
社
福
岡
銀

行

福
岡
市
中
央
区
天

神
二
丁
目
一
三
番

一
号

県
内
に
所
在
す
る
店
舗

公
金
の
収
納
事
務
（
マ
ル
チ
ペ
イ

メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す

る
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
の
表
株
式
会
社
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
の
項
中
「
収
納
事
務
」
の
下
に
「
（
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
株
式
会
社
北
九
州
銀
行

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

株
式
会
社
北
九
州

銀
行

北
九
州
市
小
倉
北

区
堺
町
一
丁
目
一

番
一
〇
号

国
内
に
所
在
す
る
店
舗

公
金
の
収
納
事
務
（
本
店
、
門
司

支
店
、
福
岡
支
店
、
八
幡
支
店
、

戸
畑
支
店
、
若
松
支
店
、
三
萩
野

支
店
、
八
幡
中
央
支
店
、
赤
坂
門

支
店
、
博
多
駅
東
支
店
、
小
倉
東

支
店
、
西
新
支
店
、
折
尾
支
店
、

守
恒
支
店
、
八
幡
南
支
店
、
沼
支

店
、
天
神
支
店
、
行
橋
支
店
及
び

大
里
支
店
以
外
の
店
舗
に
あ
っ
て

は
、
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
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も
の
に
限
る
。
）

三
の
表
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
の
項
中
「
〃
」
を
「
公
金
の
収
納
事
務
（
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン

ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
も
み
じ
銀

行
の
項
及
び
株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

株
式
会
社
も
み
じ

銀
行

広
島
市
中
区
胡
町

一
番
二
四
号

国
内
に
所
在
す
る
店
舗

公
金
の
収
納
事
務
（
県
外
に
所
在

す
る
店
舗
（
小
倉
支
店
を
除

く
。
）
に
あ
っ
て
は
マ
ル
チ
ペ
イ

メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す

る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
り
、
小

倉
支
店
に
あ
っ
て
は
口
座
振
替
の

方
法
に
よ
る
も
の
及
び
マ
ル
チ
ペ

イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用

す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限

る
。
）

株
式
会
社
ゆ
う

ち
ょ
銀
行

東
京
都
千
代
田
区

霞
が
関
一
丁
目
三

番
二
号

国
内
に
所
在
す
る
店
舗
及
び
日
本

郵
便
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
郵
便
局
（
株
式
会
社
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
を
銀
行
法
（
昭
和
五

十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二

条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
所
属
銀

行
と
す
る
同
条
第
十
四
項
に
規
定

す
る
銀
行
代
理
業
を
営
む
日
本
郵

便
株
式
会
社
の
営
業
所
と
し
て
当

該
銀
行
代
理
業
の
業
務
を
行
う
も

の
に
限
る
。
）

公
金
（
県
税
、
手
数
料
及
び
ふ
る

さ
と
納
税
に
限
る
。
）
の
収
納
事

務
（
現
金
又
は
現
金
に
代
え
て
納

付
さ
れ
る
証
券
に
よ
る
も
の
（
手

数
料
に
あ
っ
て
は
、
マ
ル
チ
ペ
イ

メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す

る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

三
の
表
西
中
国
信
用
金
庫
の
項
中
「
、
新
垢
田
代
理
店
」
及
び
「
、
と
き
わ
代
理
店
」
を
削
り
、
同

表
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
項
取
扱
事
務
の
範
囲
の
欄
中
「
〃
」
を
「
公
金
の
収
納
事
務
（
マ

ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
表
朝
銀

西
信
用
組
合
の
項
中
「
岡
山
市
駅
前
町
二
丁
目
六
番
一
九
号
」
を
「
岡
山
市
北
区
駅
前
町
二
丁
目
六
番

一
九
号
」
に
改
め
、
同
表
中
国
労
働
金
庫
の
項
中
「
広
島
市
南
区
金
屋
町
一
番
一
七
号
」
を
「
広
島
市

南
区
稲
荷
町
一
番
一
四
号
」
に
改
め
、
同
表
山
口
大
島
農
業
協
同
組
合
の
項
中
「
大
島
郡
周
防
大
島
町

大
字
久
賀
四
七
二
一
の
一
」
を
「
大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
久
賀
四
七
二
三
」
に
改
め
、
同
表
岩
国
市

農
業
協
同
組
合
の
項
中
「
岩
国
市
山
手
町
一
丁
目
一
四
番
五
号
」
を
「
岩
国
市
麻
里
布
町
六
丁
目
七
番

二
七
号
」
に
改
め
、
同
表
山
口
東
農
業
協
同
組
合
の
項
中
「
岩
国
市
多
田
九
七
の
二
」
を
「
〃

多

田
九
七
の
二
」
に
改
め
、
同
表
山
口
中
央
農
業
協
同
組
合
の
項
中
「
山
口
市
吉
敷
四
五
二
五
の
一
」
を

「
山
口
市
維
新
公
園
三
丁
目
一
一
番
一
号
」
に
改
め
る
。

公

告

（
三
二
五
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
瑞
穂
町
一
丁
目

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
市
北
区
大
淀
中
一
丁
目
一
番
八
八
号

積
水
ハ
ウ
ス
株
式
会
社

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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